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1,344,634 6,664,039

753 212,319
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1,534 80,571

2,972 177,696

1,449,544 420,300

5,200,110 378

4,874 1,526

105,502 49,706

そ の 他 の 資 産 105,502 未 払 法 人 税 等 3,717

27,616 リ ー ス 債 務 27

7,059 そ の 他 の 負 債 45,961

28,773 747

22,367 874

8,877 212

△ 40,017 8,877

7,840,868

135,000

205,761

利 益 準 備 金 29,408

そ の 他 利 益 剰 余 金 176,352

繰 越 利 益 剰 余 金 176,352

340,761

△ 19,537

7,997

△ 11,540

329,220

8,170,089 8,170,089

コ ー ル ロ ー ン

繰 延 税 金 資 産

評 価 ・ 換 算 差 額等 合計

利 益 剰 余 金

資 本 金

債券貸借取引受入担保金

その他有価証券評価差額金

支 払 承 諾 見 返

無 形 固 定 資 産

株 主 資 本 合 計

外 国 為 替

偶 発 損 失 引 当 金

前 払 年 金 費 用

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

負債及び純資産の部合計

（ 純 資 産 の 部 ）

資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計

 株式会社　足 利 銀 行

（単位：百万円）

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

負 債 の 部 合 計

支 払 承 諾

譲 渡 性 預 金

貸 出 金

ポ イ ン ト 引 当 金

信 託 勘 定 借

有 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

第２１２期　　中　間　決　算　公　告

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

預 金現 金 預 け 金

中間貸借対照表（２０２２年９月３０日現在）

　　　　　　 　 取締役頭取　清水 和幸

栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

そ の 他 負 債

貸 倒 引 当 金

2022年12月22日

睡眠預金払戻損失引当金

借 用 金

金 銭 の 信 託

売 現 先 勘 定

コ ー ル マ ネ ー

有 価 証 券

外 国 為 替
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（単位：百万円）
科　　　　　目 金　　　　　額

51,275

36,600

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （ 23,266 ）

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） （ 11,947 ）

2

10,980

1,100

2,591

36,848

2,970

（ う ち 預 金 利 息 ） （ 108 ）

3,746

3,222

23,238

3,671

14,426

114

121

14,420

3,987

379

4,367

10,053

２０２２年４月　１日から

２０２２年９月３０日まで
　　　　　中間損益計算書

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

信 託 報 酬

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

経 常 利 益

特 別 利 益

そ の 他 経 常 費 用

中 間 純 利 益

税 引 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 合 計

法 人 税 等 調 整 額

特 別 損 失
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個別注記表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会

社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券について

は時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法

による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の  

正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定

しております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  3年～50年 

その他  3年～20年 

（２）無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

行内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回

収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額と

の差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況

が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債

務者（以下、「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である

債務者（以下、「要管理先」という。）に対する債権については今後 3 年間の予想損失額を、また、

要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる

債務者に対する債権については今後１年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額

は、1年間又は 3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づ

き損失率を求め、将来見込みに応じて、より実態を反映する算定期間に基づいて算定するなどの修

正を加えた予想損失率によって算定しております。 
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すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先等に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価

額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から

直接減額しており、その金額は 11,415百万円であります。 

（２）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。

また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法に

ついては給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理

方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用   ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間(11年)による定額法により損益処 

理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間(11 年～15 年)による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

（３）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

（４）偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将

来の負担金支払見込額を計上しております。 

（５）ポイント引当金 

ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利

用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上

しております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品

会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第

24号 2022年 3月 17 日。以下、「業種別委員会実務指針第 24号」という。）に規定する繰延ヘッジ

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘ

ッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグル

ーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、

ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員

会実務指針第 25 号 2020 年 10 月 8 日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワッ

プ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合

うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評

価しております。 

なお、上記（１）、（２）以外のヘッジ会計の方法として、一部の資産・負債については繰延ヘッ

ジを行っております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控

除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

９．グループ通算制度の適用 

グループ通算制度を適用しております。 
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会計方針の変更 

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用） 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2021 年 6月 17日。以

下、「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準

適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計

方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響はあり

ません。 

 

追加情報 

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用） 

当行及び一部の連結子会社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行して

おります。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グ

ループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年

8月 12日。以下「実務対応報告第 42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第 42号第

32 項(1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなし

ております。 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響） 

債務者区分の決定にあたり、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けると見込まれる債務者の業

績変化の見通し等を反映させております。債務者区分の決定に用いた仮定は不確実であり、新型コロ

ナウイルス感染状況やその経済への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに用いた仮定については、前事業

年度末から重要な変更はありません。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式（及び出資金）総額  2,016 百万円 

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。 

なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一
部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第 2条第
3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承
諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸
借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

 
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 7,567百万円  

危険債権額 66,856 百万円 

三月以上延滞債権額 82百万円 

貸出条件緩和債権額 15,426 百万円 

合計額 89,934 百万円 
 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て
等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権に該当しないものであります。 
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生
債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保と

いう方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、13,800百万円であります。 
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４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 
有価証券 897,392 百万円 
貸出金 1,508,545百万円 

担保資産に対応する債務 
預金 11,686 百万円 
売現先勘定 80,571 百万円 
債券貸借取引受入担保金 177,696 百万円 
借用金 420,300 百万円 

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有
価証券 1,385 百万円を差し入れております。 
また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金 59,524百万円、金融商品等差入担保金 18,180

百万円、保証金・敷金 637百万円が含まれております。 
５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、1,308,333百万円であります。こ

のうち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが1,261,037百万円あ

ります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め

ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

６．有形固定資産の減価償却累計額 37,569 百万円 

７．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る当行の保証債務の額は 86,662 百万円であります。 

８．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託 1,526百万円であります。 

９．銀行法施行規則第 19条の 2第 1項第 3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準)は、10.45％

であります。 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、償却債権取立益 455 百万円及び株式等売却益 1,778 百万円を含んでおり
ます。 

２．「その他経常費用」には、貸出金償却 1,131 百万円、貸倒引当金繰入額 1,151 百万円及び株式等売
却損 1,012百万円を含んでおります。 

 

（有価証券関係） 

中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。 

１．満期保有目的の債券（2022 年 9月 30日現在） 
 

種類 
中間貸借対照表
計上額（百万円） 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が中間貸借対
照表計上額を超え
るもの 

国債 49,968 56,677 6,709 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 49,968 56,677 6,709 

時価が中間貸借対
照表計上額を超え
ないもの 

国債 － － － 

社債 1,000 997 △2 

その他 － － － 

小計 1,000 997 △2 

合 計 50,968 57,674 6,706 
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 ２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022 年 9月 30日現在） 
 中間貸借対照表

計上額（百万円） 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合 計 － － － 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 446 

関連法人等株式 － 

 

 

３．その他有価証券（2022年 9月 30 日現在） 

 
種類 中間貸借対照表

計上額（百万円） 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

株式 29,203 7,360 21,843 

債券 297,162 292,050 5,111 

国債 81,411 78,626 2,784 

地方債 143,528 142,224 1,303 

社債 72,222 71,199 1,023 

その他 50,715 45,121 5,594 

 うち外国債券 5,733 5,724 9 

小計 377,082 344,532 32,549 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式 2,981 3,090 △109 

債券 450,104 462,478 △12,374 

国債 115,268 120,859 △5,590 

地方債 77,827 79,766 △1,938 

社債 257,007 261,853 △4,845 

その他 567,896 617,801 △49,905 

 うち外国債券 380,995 408,447 △27,451 

小計 1,020,982 1,083,370 △62,388 

合 計 1,398,064 1,427,903 △29,839 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 1,355 

組合出資金 8,710 

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31

号 2021年 6月 17日）第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

４．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該

有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあ

ると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価

差額を当中間期の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当中間期における減損処理額はありません。 

なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、「金融商品会計に関する実務指針」（日

本公認会計士協会会計制度委員会報告第 14 号 2019 年 7 月 4日）の趣旨に基づき、当中間会計期

間末における時価が取得原価に比べ 30％以上下落した場合等としております。また、その他有価証

券のうち国内株式及び国内投資信託については原則として中間会計期間末月 1ヶ月の市場価格の平

均に基づき判断しております。 
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（金銭の信託関係） 

１．満期保有目的の金銭の信託（2022年 9月 30日現在） 

該当事項はありません。 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年 9月 30日現在） 

該当事項はありません。 

 
（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金 14,769 百万円 

有価証券 1,672百万円 

その他有価証券評価差額金 9,931百万円 

固定資産 1,533百万円 

その他 2,768百万円 

繰延税金資産小計 30,675 百万円 

評価性引当額 △3,407 百万円 

繰延税金資産合計 27,268 百万円 

繰延税金負債 

繰延ヘッジ損益 3,501百万円 

前払年金費用 1,381百万円 

その他 17百万円 

繰延税金負債合計 4,901百万円 

繰延税金資産の純額 22,367 百万円 

２．当行及び一部の連結子会社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行

しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示について

は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42号 

2021年 8月 12日。以下「実務対応報告第 42号」という。）に従っております。また、実務対応報告

42号第 32項(1)に基づき、実務対応報告第 42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないもの

とみなしております。 

 

（１株当たり情報） 

 １株当たりの純資産額 245円 59銭 

 １株当たりの中間純利益金額 7円 49銭 
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（単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

1,526   1,526   

1,526   1,526   

(注)１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　２．共同信託他社管理財産　　－百万円

    ３．元本補てん契約のある信託の貸出金は、該当ありません。

 元本補てん契約のある信託の内訳は、次のとおりであります。

  金　銭　信　託 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

1,526   1,526   

0   

1,526   1,526   

(注) 貸付信託は取り扱っておりません。

資　　　産 負　　　債

銀 行 勘 定 貸

計 計 

元 本

そ の 他

信 託 財 産 残 高 表(2022年9月30日現在)

資　　　産

金 銭 信 託

合　　　　計 合　　　　計 

銀 行 勘 定 貸

負　　　債

株式会社　足利銀行
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金　　　額 金　　　額

1,344,634 6,662,671

753 212,319

5,486 223,617

1,534 80,571

2,972 177,696

1,449,101 420,300

5,200,110 378

4,874 1,526

105,585 50,176

27,626 747

7,062 874

25,977 212

23,222 8,877

8,877 7,839,970

△ 40,017

135,000

206,285

341,285

△ 19,537

7,997

△ 1,946

△ 13,486

31

327,830

8,167,801 8,167,801

科　　　　　目 科　　　　　目

預 金

債券貸借取引受入担保金

コールマネー及び売渡手形買 入 金 銭 債 権

現 金 預 け 金

商 品 有 価 証 券

譲 渡 性 預 金コールローン及び買入手形

ポ イ ン ト 引 当 金退 職 給 付 に 係 る 資 産

純 資 産 の 部 合 計

繰 延 税 金 資 産 支 払 承 諾

利 益 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

株 主 資 本 合 計

退職給付に係る調整累計額

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

非 支 配 株 主 持 分

借 用 金

偶 発 損 失 引 当 金

金 銭 の 信 託

売 現 先 勘 定

睡眠預金払戻損失引当金

信 託 勘 定 借

無 形 固 定 資 産

外 国 為 替

そ の 他 負 債

貸 出 金

有 価 証 券

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

負債及び純資産の部合計

資 本 金

（純資産の部）

第２１２期　　中　間　決　算　公　告

2022年12月22日
 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

株式会社　足 利 銀 行
 取締役頭取  清水 和幸  

（　負　債　の　部　）（　資　産　の　部　）

中間連結貸借対照表（2022年9月30日現在）

資 産 の 部 合 計

負 債 の 部 合 計

その他有価証券評価差額金

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額合計
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中間連結損益計算書

（単位：百万円）

51,482

36,600

( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 23,266 )

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ) ( 11,947 )

2

11,002

1,290

2,586

37,000

2,970

( う ち 預 金 利 息 ) ( 108 )

3,746

3,287

23,324

3,671

14,482

114

121

14,475

4,003

379

4,382

10,093

0

10,093

金　　　　　額科　　　　　　目

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 収 益

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

信 託 報 酬

特 別 利 益

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

営 業 経 費

そ の 他 業 務 費 用

資 金 調 達 費 用

特 別 損 失

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 損 失

２０２２年 ４月 １日から
２０２２年 ９月３０日まで
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連結注記表 
 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第 2 条第 8 項及び銀行法施行令第 4 条の 2 に基

づいております。 
 
中間連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等   ４社 

  主要な会社名 

株式会社あしぎん総合研究所 

（連結範囲の変更） 

当行は2022年8月2日付で株式会社コレトチを栃木県内企業との共同出資により設立しており、

当中間連結会計期間より連結範囲に含めております。 

②非連結の子会社及び子法人等    ３社 

主要な会社名 

あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰

余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲

から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が

乏しいため、連結の範囲から除外しております。 
２．持分法の適用に関する事項 

①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

②持分法適用の関連法人等 

   該当ありません。 

③持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等   ３社 

主要な会社名 

あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合 

④持分法非適用の関連法人等   １社 

めぶき地域創生投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、中間純損益（持分に見合う額）、

利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いてお

ります。 
３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日  ４社 
 
会計方針に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分

法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株式については移動平均法に

よる原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価

格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の  

正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定

しております。 
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４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上して

おります。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   3年～50年 

その他   3年～20年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、定

率法により償却しております。 

（２）無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（5 年）に基づいて償却してお

ります。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回

収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ･フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額と

の差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況

が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務

者（以下、「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債

務者（以下、「要管理先」という。）に対する債権については今後 3年間の予想損失額を、また、要

管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債

務者に対する債権については今後 1年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、

1 年間又は 3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損

失率を求め、将来見込みに応じて、より実態を反映する算定期間に基づいて算定するなどの修正を

加えた予想損失率によって算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先等に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価

額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直

接減額しており、その金額は 11,415 百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等は、主として、当行と同一の自己査定基準に基づき資産査定を実

施し、その結果に基づいた必要額を計上しております。 

６．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

７．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将来

の負担金支払見込額を計上しております。 
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８．ポイント引当金の計上基準 

ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用

された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上して

おります。 
９．退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる

方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損

益処理方法は次のとおりであります。 
過去勤務費用  ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間(11年)による定額法により損益処 
         理 
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間(11 年～15 年)による

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 
10.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

11.重要なヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金

融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務

指針第 24号 2022 年 3月 17日。以下、「業種別委員会実務指針第 24号」という。）に規定する繰

延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジに

ついて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存

期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ･フローを固定するヘッ

ジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を

しております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種

別委員会実務指針第 25号 2020 年 10 月 8日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ

有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通

貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債

務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの

有効性を評価しております。 

なお、上記（１）、（２）以外のヘッジ会計の方法として、一部の資産・負債については繰延ヘッ

ジを行っております。 
12.消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ

ております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上し

ております。 

13.グループ通算制度の適用 

グループ通算制度を適用しております。 

 

会計方針の変更 

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用） 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2021 年 6月 17日。以

下、「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計

基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新た

な会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間連結財務諸表に与える

影響はありません。 
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追加情報 

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用） 

当行及び一部の連結子会社は、当中間連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移

行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示について

は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 

2021 年 8 月 12 日。以下「実務対応報告第 42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告

第 42号第 32項(1)に基づき、実務対応報告第 42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないも

のとみなしております。 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響） 

債務者区分の決定にあたり、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けると見込まれる債務者の業

績変化の見通し等を反映させております。債務者区分の決定に用いた仮定は不確実であり、新型コロ

ナウイルス感染状況やその経済への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに用いた仮定については、前連結

会計年度末から重要な変更はありません。 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式（及び出資金）総額（連結子会社及び連結子法人等の株式（及び出資金）を除く）

1,572 百万円 

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。 

なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の

全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取

引法第 2条第 3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払

金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその

有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 7,567百万円 

危険債権額 66,856 百万円 

三月以上延滞債権額 82百万円 

貸出条件緩和債権額 15,426 百万円 

合計額 89,934 百万円 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立

て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及び

これらに準ずる債権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出

金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24号に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保

という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は 13,800 百万円であります。 
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４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 897,392 百万円 

貸出金 1,508,545 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 11,686 百万円 

売現先勘定 80,571 百万円 

債券貸借取引受入担保金 177,696 百万円 

借用金 420,300 百万円 

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、

有価証券 1,385 百万円を差し入れております。 

また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金 59,524 百万円、金融商品等差入担保金 18,180

百万円、保証金・敷金 637 百万円が含まれております。 

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受

けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付ける

ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、1,308,333 百万円であります。

このうち原契約期間が 1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 1,261,037 百万

円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与

えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当

の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時におい

て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内

及び社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。 

６．有形固定資産の減価償却累計額  37,586 百万円 

７．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項）による社債に対す

る保証債務の額は 86,662 百万円であります。 

８.元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託 1,526 百万円であります。 

９.銀行法施行規則第 17 条の 5 第 1 項第 3 号ロに規定する連結自己資本比率(国内基準)は、10.46％で

あります。 

 

（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、償却債権取立益 455 百万円及び株式等売却益 1,778 百万円を含んでおり

ます。 

２．「その他経常費用」には、貸出金償却 1,131 百万円、貸倒引当金繰入額 1,151 百万円及び株式等売

却損 1,012百万円を含んでおります。  

３．中間包括利益 △25,443百万円 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

2022 年 9 月 30 日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであ

ります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注１）参照）。 

また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売渡

手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、注記を省略しております。なお、重要性の乏しい科目については注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

 中間連結貸借 

対照表計上額 
時 価 差 額 

(1) 有価証券 
満期保有目的の債券 
その他有価証券 

(2) 貸出金 
貸倒引当金（＊１） 

 
50,968 

1,388,064 
5,200,110 
△39,969 

 
57,674 

1,388,064 
 
 

 
6,706 

－ 

5,160,140 5,158,868 △1,272 

資産計 6,599,172 6,604,606 5,434 

(1) 預金 
(2) 譲渡性預金 
(3) 借用金 

6,662,671 
212,319 
420,300 

6,662,694 
212,319 
420,300 

23 
0 

－ 

負債計 7,295,290 7,295,314 23 

デリバティブ取引（＊２） 
ヘッジ会計が適用されていないもの 

 ヘッジ会計が適用されているもの（＊３） 

 
242 

(16,550) 

 
242 

(16,550) 

 
－ 
－ 

デリバティブ取引計 (16,307) (16,307) － 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、（ ）で表示しております。 

（＊３）ヘッジ対象である貸出金・有価証券等の金融資産・負債の為替変動リスクの減殺を行うため

にヘッジ手段として指定した通貨スワップ等であり、繰延ヘッジを適用しております。なお、

これらのヘッジ関係に、「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応

報告第 40号 2022年 3月 17日）を適用しております。 
 
 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式（＊１）（＊２） 1,355 

組合出資金（＊３） 8,713 

（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第 19 号 2020 年 3月 31 日）第 5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当中間連結会計期間において、非上場株式について 19百万円減損処理を行っております。 

（＊３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第 31号 2021年 6月 17日。）第 24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3つ

のレベルに分類しております。 

レベル 1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル 2の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル 1のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル 3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

（１）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル 2 レベル 3 合計 

有価証券 
その他有価証券 
国債 
地方債 
社債 
株式 
外国債券 
その他 

デリバティブ取引 
金利関連 
通貨関連 
債券関連 

 
 

196,679 
－ 
－ 

20,923 
52,263 
56,431 

 
－ 
－ 
1 

 
 

－ 
221,356 
242,921 
11,262 
334,465 
165,451 

 
4,400 
4,012 

－ 

 
 

－ 
－ 

86,308 
－ 
－ 
－ 
 

－ 
－ 
－ 

 
 

196,679 
221,356 
329,230 
32,185 
386,728 
221,883 

 
4,400 
4,012 

1 

資産計 326,299 983,869 86,308 1,396,478 

デリバティブ取引 
金利関連 
通貨関連 
債券関連 

 
－ 
－ 
－ 

 
158 

24,563 
－ 

 
－ 
－ 
－ 

 
158 

24,563 
－ 

負債計 － 24,721 － 24,721 

 

（２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル 2 レベル 3 合計 

有価証券 

満期保有目的の債券 

国債 

社債 

貸出金 

 

 

56,677 

－ 

－ 

 

 

－ 

997 

－ 

 

 

－ 

－ 

5,158,868 

 

 

56,677 

997 

5,158,868 

資産計 56,677 997 5,158,868 5,216,542 

預金 

譲渡性預金 

借用金 

－ 

－ 

－ 

6,662,694 

212,319 

420,300 

－ 

－ 

－ 

6,662,694 

212,319 

420,300 

負債計 － 7,295,314 － 7,295,314 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル 1の時価

に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル 2の時価に分類して

おります。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資

信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な

制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル 2の時価に分類しております。 

相場価格が入手できない場合には、情報ベンダーやブローカー等が評価した価格、又は将来キャ

ッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて算定した価格を時価としております。これ

らの評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、市場金利、

国債利回り、信用スプレッド、デフォルト率、回収率等が含まれます。算定に当たり重要な観察で

きないインプットを用いている場合には、レベル 3の時価に分類しております。 
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自行保証付私募債は、市場金利に一定の調整を加えた割引金利を用いて算定した割引現在価値に

デフォルト率等の信用リスク要因を織り込んで時価を算定しており、当該割引金利およびデフォル

ト率が観察不能であることからレベル 3の時価に分類しております。 

証券化商品は、情報ベンダー又はブローカー等から入手する評価をもって時価としており、重要

な観察できないインプットを用いている場合にはレベル 3、そうでない場合はレベル 2 の時価に分

類しております。 

 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市

場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金

利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なってい

ない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。なお、

約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フ

ローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価

は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除し

た金額に近似していることから、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていない

ものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定

されるため、当該帳簿価額を時価としております。 

これらについては、レベル3の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金、及び譲渡性預金 

要求払預金について、中間連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価とし

ております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを

割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。   

割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期

間（1 年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。これらについては、レベル 2の時価に分類しております。 

 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、同様の借入にお

いて想定される利率で割り引いた現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、

短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される子会社及び子法人等の信用状態は実行後

大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額

を時価としております。なお、約定期間が短期間（1 年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル 2の時価に分類

しております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル

1の時価に分類しており、主に債券先物取引がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法

を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為

替レート、株価、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用

リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響

が重要でない場合はレベル 2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為

替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル 3の時価に

分類しております。 
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（注２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル 3の時価に関する情報 

（1）重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2022年 9月 30日） 

区分 評価技法 
重要な観察でき

ないインプット 
インプットの範囲 

インプットの 

加重平均 

有価証券     

 その他有価証券     

  社債 現在価値技法 
割引金利 0.272％－0.586％ 0.356％ 

デフォルト率 0.030％－2.931％ 0.214％ 

 

（2）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2022 年 9月 30日） 

（単位：百万円） 

 

期首 

残高 

当期の損益又はそ

の他の包括利益 

購入､ 

売却､ 

発行及 

び決済 

の純額 

レベル

3 の時

価への

振替 

レベル

3 の時

価から

の振替 

期末 

残高 

当期の損益に

計上した額の

うち中間連結

貸借対照表日

において保有

する金融資産

及び金融負債

の評価損益 

損益に

計上

(*1) 

その他の

包括利益

に計上 

 

有価証券         

その他有価証券         

  社債 90,242 4 △169 △3,768 － － 86,308 － 

(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。 
 
（3）時価の評価プロセスの説明 

当行グループではミドル部門及びバック部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めて

おります。算定された時価及びレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法及びイ

ンプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。 

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデ

ルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されて

いる評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格

の妥当性を検証しております。 

 

（4）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

自行保証付私募債の時価算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引金利及びデフ

ォルト率であります。一般に、これらのインプットの著しい上昇（低下）は、時価の著しい低下（上

昇）を生じさせます。 

 

（有価証券関係） 

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。 

１．満期保有目的の債券（2022 年 9月 30 日現在） 

 

種類 

中間連結貸借

対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が中間連結

貸借対照表計上

額を超えるもの 

国  債    E 49,968 56,677 6,709 

A社  債    E － － － 

Aそ の 他    E － － － 

小 計 49,968 56,677 6,709 

時価が中間連結

貸借対照表計上

額を超えないも

の 

A国  債    E － － － 

A社  債    E 1,000 997 △2 

Aそ の 他    E － － － 

小 計 1,000 997 △2 

合 計 50,968 57,674 6,706 
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２．その他有価証券（2022年 9月 30 日現在） 

 

種類 

中間連結貸借

対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間連結貸借対

照表計上額が取

得原価を超える

もの 

株 式 29,203 7,360 21,843 

債 券 297,162 292,050 5,111 

A国  債    E 81,411 78,626 2,784 

A地 方 債    E 143,528 142,224 1,303 

A社  債    E 72,222 71,199 1,023 

その他 50,715 45,121 5,594 

うち外国債券 5,733 5,724 9 

小 計 377,082 344,532 32,549 

中間連結貸借対

照表計上額が取

得原価を超えな

いもの 

株 式 2,981 3,090 △109  

債 券 450,104 462,478 △12,374 

A国  債    E 115,268 120,859 △5,590 

A地 方 債    E 77,827 79,766 △1,938 

A社  債    E 257,007 261,853 △4,845 

その他 567,896 617,801 △49,905 

うち外国債券 380,995 408,447 △27,451 

小 計 1,020,982 1,083,370 △62,388 

合 計 1,398,064 1,427,903 △29,839 

 

３．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差

額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当中間連結会計期間における減損処理額はありません。 

なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、「金融商品会計に関する実務指針」（日

本公認会計士協会会計制度委員会報告第 14 号）の趣旨に基づき、当中間連結会計期間末における時

価が取得原価に比べ 30％以上下落した場合等としております。また、その他有価証券のうち国内株式

及び国内投資信託については原則として中間連結会計期間末月 1ヶ月の市場価格の平均に基づき判断

しております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．満期保有目的の金銭の信託（2022年 9月 30日現在） 

該当事項はありません。 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年 9月 30日現在） 

該当事項はありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 

中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価については、前連結会計年度末に比し

て著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 244 円 55銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額 7 円 52銭 
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